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お 客 様 各 位 

四国労働金庫 

 

「投資信託総合取引約款」等改正のお知らせ 

平素はろうきんに格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、ろうきんでは、投資信託に係る取引報告書・取引残高報告書等の各種ご案内書面の

電子交付が可能となることに伴い、「投資信託総合取引約款」等の改正を予定しております。 

つきましては、今般の改正内容等について下記のとおりご案内いたしますので、ご確認

いただきますようお願い申し上げます。 

記 

１．対象の約款 

（１）「投資信託総合取引約款」 

（２）「特定口座約款」 

 

２．改正概要 

投資信託に係るご案内書面の電子交付について追記等を行い、改正を行います。 

詳細は「約款改正 新旧対照表」をご参照ください。 

 

３．変更実施日 

2024年 9月 21日（土）から改正後の約款を施行させていただきます。 

 

４．お問い合わせ先 

ご不明な点等がございましたら、お取引店までお問い合わせください。 

以 上 


